
議案第６７号 

 

 

財産（土地）の処分について 

 

 

 次のとおり、財産を処分することについて、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第１項第 8 号及び湯梨浜町議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例（平成１６年条例第５６号）第３条の規定によ

り、本議会の議決を求める。 

 

 

令和６年６月２０日提出 

 

 

                   湯梨浜町長 宮脇 正道 
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１ 処分する財産（土地）の所在地、地目及び面積   

 （１）財産の種類  土地   

（２）財産の所在地  東伯郡湯梨浜町大字久見字向畑１１０番２ほか 7 筆 

（３）地    目  雑種地 

（４）処 分 面 積  ２７，０３０㎡ 

 

２ 処分金額 １３９，６９７，５０６円 

 

３ 処分の相手方 

  大阪府大阪市北区東天満２丁目９番４号 

  松井酒造合名会社 

 代表社員  松井 薫  

 

４ 処分の理由 

   令和４年６月に、湯梨浜町旧東郷中学校等の跡地利用にかかる民間提案事業を募

集、令和４年１１月に松井酒造合名会社を優先交渉権者として決定し、令和６年４

月に事業計画に関する基本協定を締結した。 

当該地において、食品、飲料、酒類製造に関わる業務及びウィスキー蒸留施設を

活用した観光、宿泊事業並びにこれらに付帯する事業を開始するため、随意契約に

より、公有財産売買契約を締結するものである。 
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